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国
民
年
金

町住民生活課　TEL096‒234‒1113( 内線104)　!klg206@town.kosa.lg.jp

■
国
民
年
金
は
支
え
合
い
の
制
度

　
国
民
年
金
は
、
年
を
取
っ
た
と
き
や

い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
、
現
役
世

代
の
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え

で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
若
い
と
き
に
公
的
年

金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
続
け
る
こ

と
で
、
年
を
取
っ
た
と
き
や
病
気
や
け

が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、
家
族
の
働

き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
国
民
年
金
は
、
20
〜
60
歳
の
人
が
加

入
し
保
険
料
を
納
め
る
制
度
で
す
。
国

が
責
任
を
持
っ
て
運
営
す
る
の
で
安
定

し
て
い
ま
す
し
、
年
金
の
給
付
は
生
涯

に
渡
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

　
年
金
は
年
を
取
っ
た
と
き
の
老
齢
年

金
の
ほ
か
、
病
気
や
事
故
で
障
害
が

残
っ
た
と
き
に
受
け
取
れ
る
障
害
年
金

や
、
加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の

加
入
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い

た
遺
族
（
子
の
あ
る
配
偶
者
や
子
）
が

受
け
取
れ
る
遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
納
付
猶
予
制
度

 

●
学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
学
生
の
人
は

一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
本
人
の

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
対
象
者
は
、
学
校
教
育
法
に
規
定
す

る
大
学
（
大
学
院
）
、
短
期
大
学
、
高

等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校

お
よ
び
各
種
学
校
（
修
業
年
限
１
年
以

上
で
あ
る
課
程
）
、
一
部
の
海
外
大
学

の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
人
で
す
。

 

●
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
は
、
学
生
で
な

い
30
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
お
よ
び
配
偶

者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
国
民
年
金
の
ご
相
談
・
手
続
き
に
つ

い
て
は
、
町
住
民
生
活
課
ま
た
は
熊
本

東
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
町
住
民
生
活
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
（
内
線
１
０
４
）
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6
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n
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o
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・
熊
本
東
年
金
事
務
所

TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
２
５
０
３
　

新成人の皆さんへ
2 0歳から国民年金

国 民 年 金 に つ い て は 町 住 民 生 活 課 へ

国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL096‒234‒1113( 内線106･108)　!klg106@town.kosa.lg.jp

■
70
歳
未
満
の
高
額
療
養
費
の
自
己

　
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

　
高
額
療
養
費
制
度
と
は
、
１
か
月
に

支
払
っ
た
医
療
費
の
一
部
負
担
金
が
一

定
額
を
超
え
た
と
き
に
、
超
え
た
部
分

を
「
高
額
療
養
費
」
と
し
て
支
給
す
る

制
度
で
す
。
自
己
負
担
限
度
額
は
、
70

歳
未
満
と
70
〜
74
歳
で
異
な
り
、
ま
た

所
得
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す
。

　
平
成
27
年
１
月
か
ら
70
歳
未
満
の
人

の
高
額
療
養
費
制
度
の
自
己
負
担
限
度

額
や
区
分
が
変
わ
り
ま
す
（
下
表
参

照
）。
な
お
、
70
〜
74
歳
の
限
度
額
に

は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

 

●
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
に
は

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
人
が
、

高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に

は
、
町
住
民
生
活
課
に
申
請
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
病
院
か
ら
発
行
さ
れ
た
領
収
書

・
印
か
ん

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
世
帯
主
の
預
金
通
帳
（
ゆ
う
ち
ょ
銀

　
行
以
外
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
住
民
生
活
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　（
内
線
１
０
６
・
１
０
８
）
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区分 年３回目まで 年４回目以降

ア．基準総所得額
　　901 万円超 252,600 円＋（医療費‐ 842,000 円）×１㌫ 140,100 円

イ．基準総所得額
　　600 万円超～ 901 万円以下 167,400 円＋（医療費‐ 558,000 円）×１㌫ 93,000 円

ウ．基準総所得額
　　210 万円超～ 600 万円以下 80,100 円＋（医療費‐ 267,000 円）×１㌫ 44,400 円

エ．基準総所得額
　　210 万円以下 57,600 円 44,400 円

オ．住民税非課税 35,400 円 24,600 円

■平成 27年１月からの 70歳未満の人の自己負担限度額（月額）※基準総所得金額＝前年の総所得金額等-基礎控除 33 万円



町からのお知らせ　【1月】
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男
女
共
同
参
画

町総務課　TEL096‒234‒1140（内線223）　!klg202@town.kosa.lg.jp

■
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス

　（
Ｄ
Ｖ
）
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か

　
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス

（
Ｄ
Ｖ
）
と
は
、
配
偶
者
や
交
際
相
手

な
ど
身
近
な
関
係
で
起
こ
る
暴
力
の
こ

と
で
、
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
用
い
て
相
手

を
支
配
し
よ
う
と
す
る
行
為
の
こ
と
で

す
。
暴
力
は
、
殴
る
蹴
る
と
い
っ
た
身

体
的
暴
力
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
・
性

的
暴
力
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。

 

●
こ
ん
な
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
か

・ 

殴
ら
れ
る
・
蹴
ら
れ
る（
殴
る
・
蹴
る
）

・  

子
ど
も
へ
の
暴
力
を
ほ
の
め
か
さ
れ

る
（
ほ
の
め
か
す
）

・ 「
出
て
行
け
」
や
「
口
答
え
す
る
な
」

な
ど
と
怒
鳴
ら
れ
る
（
怒
鳴
る
）

・ 

付
き
合
い
や
外
出
を
制
限
さ
れ
る

（
制
限
す
る
）

・ 

外
で
働
く
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
（
禁

止
す
る
）

・ 

説
教
さ
れ
る
・
侮
辱
さ
れ
る
（
説
教

す
る
・
侮
辱
す
る
）

・ 「
別
れ
る
と
殺
す
・
死
ぬ
」
な
ど
と

脅
さ
れ
る
（
脅
す
）

・ 

携
帯
電
話
や
行
動
を
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ

る
（
す
る
）

・ 

中
絶
を
さ
せ
て
く
れ
な
い
・
強
要
さ

れ
る

　
以
上
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
、
Ｄ
Ｖ

を
受
け
て
い
る
、
あ
る
い
は
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

 

●
１
人
で
抱
え
込
ま
ず
相
談
し
ま
し
ょ
う

　
Ｄ
Ｖ
は
、
犯
罪
と
な
る
行
為
を
含
む

重
大
な
人
権
侵
害
で
す
。
い
か
な
る
理

由
が
あ
ろ
う
と
も
、
暴
力
を
ふ
る
っ
て

い
い
理
由
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。
さ
ら

に
、
Ｄ
Ｖ
の
事
実
を
相
談
で
き
ず
精
神

的
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
で
相
談
窓
口
が
開

設
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
人
で
抱
え
込
ま

ず
、
ま
ず
は
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

▼
ご
相
談
・
お
問
い
合
わ
せ
先

・
町
福
祉
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

　（
内
線
１
４
３
）
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・
町
総
務
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
４
０

　（
内
線
２
４
１
）
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ドメスティックバイオレン
ス（DV）は人権侵害です

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

定
住
促
進
「
緑
町
分
譲
地
」

町総務課　TEL096‒234‒1140( 内線226)  !klg102@town.kosa.lg.jp

■
「
緑
町
分
譲
地
」
の
10
区
画
中
の

　
う
ち
、
8
区
画
の
譲
受
人
が
決
定

　
町
で
は
、
地
域
の
活
性
化
と
定
住
促

進
を
目
的
と
し
て
住
宅
用
地

｢

緑
町
分

譲
地｣

を
整
備
し
ま
し
た
。
こ
の
分
譲

地
は
、
甲
佐
小
や
町
役
場
、
病
院
、
金

融
機
関
な
ど
に
近
く
、
主
要
な
道
路
へ

の
ア
ク
セ
ス
も
良
い
住
宅
用
地
で
す
。

　
第
１
・
２
回
分
譲
募
集
で
は
、
10
区

画
中
８
区
画
の
譲
受
人
が
決
定
し
ま
し

た
。

　
残
り
の
２
区
画
（
左
図
「
区
画
配
置

図
」
②
・
⑨
番
）
に
つ
い
て
、
第
３
回

分
譲
募
集
に
て
譲
受
人
を
決
定
し
ま

す
。

■
第
３
回
分
譲
募
集
は
１
月
９
日

　（
金
）
か
ら
受
付
開
始

　
１
月
９
日(

金)

か
ら
残
り
２
区
画

の
受
け
付
け
を
開
始
し
、
先
着
順
受
付

(

受
付
は
日
単
位)

に
よ
っ
て
譲
受
人

を
決
定
し
ま
す
。
受
付
開
始
日
よ
り
前

に
申
請
書
類
の
提
出
は
で
き
ま
す
が
、

受
付
日
は
開
始
日
扱
い
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
町
総
務
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
総
務
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
４
０

　（
内
線
２
２
６
）
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1
0
2
@
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区画
番号 所在地 面　積 分譲価格

② 緑町 275 番地 26 259.34 平方㍍
（78.45 坪） 5,191 千円

⑨ 緑町 275 番地 33 271.37 平方㍍
（82.09 坪） 5,601 千円

■区画ごとの面積と分譲価格

※同日中に１区画に対して２人以上の応募があった場合は、後日抽選に　
　よって譲受人を決定します。
※２区画の譲受人が決定次第、募集を終了します。


